
◆
令
和
3
年
度
国
民
年
金
保
険
料

に
つ
い
て

令
和
３
年
４
月
か
ら
令
和
４
年
３
月

分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
額
は
、
月

額
１
６
，
６
１
０
円
で
す
。

令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
額

は
、
国
民
年
金
法
第
87
条
に
お
い
て

１
７
，
０
０
０
円
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

平
成
16
年
度
か
ら
の
物
価
と
賃
金
の

変
動
に
基
づ
く
、
令
和
３
年
度
の
保
険

料
改
定
率
０
．
９
７
７
を
乗
じ
る
こ
と

に
よ
り
、
１
６
，
６
１
０
円
と
な
り
ま

し
た
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、

そ
し
て
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ

り
ま
す
。

毎
月
の
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、「
翌

月
の
末
日
」
で
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
万

一
の
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
し
た
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◆
便
利
で
お
得
な
納
付
方
法
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

【
口
座
振
替
（
口
座
か
ら
の
引
き
落
と

し
）
】

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
金
融
機

関
等
に
行
く
手
間
と
時
間
が
省
け
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
早
割
（
当
月
末
納
付
）
」

で
納
め
る
と
、
保
険
料
が
割
引
さ
れ
ま

す
。

※
過
去
の
納
め
忘
れ
の
保
険
料
は
、
口

座
振
替
で
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

※
引
き
落
と
し
日
が
土
・
日
・
祝
日
の

場
合
は
、
翌
営
業
日
に
引
き
落
と
し

と
な
り
ま
す
。

【
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
】

年
金
事
務
所
に
申
し
込
み
、
継
続
的

に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
立
替

納
付
を
行
う
も
の
で
す
。

※
過
去
の
納
め
忘
れ
の
保
険
料
及
び
一

部
免
除
期
間
の
保
険
料
は
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

◆
「
不
審
な
電
話
や
訪
問
」
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

全
国
各
地
で
、
「
日
本
年
金
機
構
」
、

「
委
託
事
業
者
」
、
「
社
会
保
険
庁
」
若

し
く
は
「
厚
生
労
働
省
」
な
ど
の
職
員

と
称
し
て
、
現
金
を
詐
取
し
た
り
、
銀

行
口
座
番
号
や
家
族
構
成
、
預
貯
金
額

を
聞
く
な
ど
、
不
審
な
電
話
や
訪
問
が

あ
っ
た
等
と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
金
機
構
の
書
類
を
配
達
で

き
な
い
な
ど
と
言
っ
て
、
運
送
会
社
を

名
乗
り
、
職
業
や
会
社
名
な
ど
の
情
報

を
入
手
し
よ
う
と
す
る
電
話
が
あ
っ
た

と
い
う
お
問
い
合
わ
せ
も
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
ま
ず
、
こ
こ
に
注
意
く
だ
さ
い
！
】

日
本
年
金
機
構
職
員
及
び
委
託
事

業
者
が
訪
問
す
る
際
は
、
必
ず
写
真
付

身
分
証
明
書
を
携
行
し
、
お
客
様
に
提

示
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
委
託
事
業
者

の
訪
問
員
が
現
金
を
お
預
か
り
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際
は
、

ぜ
ひ
ご
予
約
を

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続

き
に
つ
い
て
、
事
前
予
約
が
可
能
で
す
。

待
ち
時
間
の
少
な
い
予
約
相
談
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
予
約
相
談
希
望
日
の
１
ヶ
月
前
か
ら

前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

②
お
申
込
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
の

わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳
や
年
金
証

書
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

予
約
方
法
は
、
全
国
共
通
の
予
約
専

用
受
付
電
話
「
０
５
７
０―

05―

４
８

９
０
」
又
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に

電
話
・
来
訪
時
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ

電
話
26―

９
０
２
６

日
本
年
金
機
構

旭
川
年
金
事
務
所

電
話
０
１
６
６―

72―

５
０
０
２


